
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 地域とともにある幼児教育の推進 
 子どもの健やかな育ちを支援していくため、県と市町村の幼児教育と児童福祉、子育

て支援、保健医療など様々な関係機関が連携して、総合的な幼児教育の取組を推進し、

県全体として各種施策等の展開をめざします。 

また、県内の市町村における地域の実情に応じた幼児教育の取組を支援するとともに、

鳥取の豊かな自然・文化などの地域資源の活用や地域の人との交流を通して、これから

の時代に必要な力やふるさとに愛着をもった子どもの育成をめざします。 

 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針（１）幼児教育・保育施設と関係組織の連携 

目標① 連携体制の整備 

県及び市町村における幼児教育関係組織の連携体制を整備します。   

    

     

  

【県・県教育委員会】 

○鳥取県幼児教育センターによる幼児教育の拠点機能の整備・充実 

○本プログラムの進捗状況の把握や評価・改善 

○幼稚園・認定こども園・保育所等の行政窓口の一本化に向けた検討 

○県・市町村関係課、市町村間の連絡調整  

○市町村における福祉部局と教育委員会の連携・協働への支援 

 

【市町村・設置者】 

○幼児教育アドバイザー（保育リーダー等）を配置するなど、指導体制を強化しましょう。 

○担当部局は私立幼稚園とも連携し、指導体制を整えましょう。 

○幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育事業施設等の窓口を一本化しましょう。 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所等】 

○地域の関係機関と連携を進めましょう。 

 ・幼稚園 ・認定こども園 ・保育所 ・地域型保育事業所 ・認可外（届出）保育施設 

・小中学校 ・義務教育学校 ・特別支援学校 ・公民館 ・児童発達支援センター 

 ・行政機関 ・医療機関 ・放課後子供教室 ・放課後児童クラブ など 

 

≪地域とともに≫ 

  地域の人々が、子どもや幼稚園・認定こども園・保育所等に関心をもち、かけがえのない

ものとして関わっていくことは、地域と幼稚園・認定こども園・保育所等との結び付きを強

め、地域全体で子どもを育てる取組を推進することにつながります。この取組の推進が、ふ

るさとを愛する子どもを育むことにつながります。 

 

関係機関がつながる 
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【市町村ごとの幼児教育・保育施設一覧】 

（平成３１年４月１日現在）２９４施設 

 幼児教育関係者による意見交換 

鳥取県幼児教育振興プログラムの進捗状況を的確に把握するとともに、施策が効果的に実施できるよう
地域の幼児教育関係者や県関係課による意見交換の機会を設定します。 

 

【内容】 

 ・幼稚園・認定こども園・保育所・小学校等の幼児教育 

関係者による意見交換 

 ・幼児教育振興プログラムの進捗状況について確認 

 

【内容】 

 ・県の幼児教育関係課による意見交換 

 ・幼児教育振興プログラムに基づいた施策の効果的な実施状況や新たな課題について 

の協議 

 

幼児教育関係者による意見交換 

県組織における意見交換 

【構成】 

・幼稚園・認定こども園・保育所等の設置者の代表 

・幼稚園・認定こども園・保育所・小学校等の代表 

・学識経験者  等 

施 策 

主管課
国・公立
幼稚園
（市町村）

私立
幼稚園
（子育て
王国課）

公立
認定こども園

(子育て王国課）

私立
認定こども園

（子育て王国課）

公立
保育所
（市町村）

私立
保育所
（市町村）

地域型
企業型
（市町村）

届出
保育施設
（子育て
王国課）

鳥取市 こども家庭課 3 4

20
　保育所型：２
幼保連携型：５
　幼稚園型：３

25 18 11 16

倉吉市 子ども家庭課
５

　幼保連携型：５
10 11 5

米子市 子育て支援課 7

8
　保育所型：２
幼保連携型：５
　幼稚園型：1

14 26 18 23

境港市 子育て支援課 1
１

　幼保連携型：１
3 7 2 2

岩美町 住民生活課 3

八頭町 町民課 5

若桜町 町民福祉課
１

幼保連携型：１

智頭町 教育課 1 1 2

湯梨浜町 子育て支援課
７

　幼保連携型：５
　保育所型：２

1

三朝町 町民課
１

　保育所型：１
2

北栄町
教育総務課
子育て支援室

４
　幼保連携型：４

１
　幼保連携型：１

1

琴浦町 子育て応援課
５

　幼保連携型：２
　保育所型：３

１
　幼保連携型：１

1

南部町
子育て支援課
教育委員会

１
　保育所型：１

3 2

伯耆町 福祉課 5 1 2

大山町 幼児・学校教育課 5

日吉津村 福祉保健課 1 2

日南町 福祉保健課 1 1

日野町 教育課 1

江府町 教育課 1

1

合計 4 12

19
(保育所型：７）

（幼保連携型：1２）

26
（保育所型：４）

（幼保連携型：18）
（幼稚園型：4）

80 65 37 51

国立　鳥取大学附属幼稚園



 

 

 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊幼児教育に関する政策プログラム 

…「子ども・子育て支援法」に基づく「子ども子育て支援事業計画」、「教育基本法」に基づく「教

育振興基本計画」、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「市町村行動計画」等の項目の一つと

して幼児教育について定めているもの。 

 

目標② 市町村における幼児教育の充実に向けた政策プログラムの策定 

市町村では、地域の実情や課題を踏まえた幼児教育の振興に関するプログラムを

福祉部局と教育委員会の連携のもと策定・改訂することなどにより、幼児教育の充

実に関する施策を効果的に推進するように努めます。 

  

【県・県教育委員会】 

○本プログラムの周知・活用 

○市町村への幼児教育に関する政策プログラム（＊）の策定に必要な情報や資料の提供及び指導

助言 

○市町村の幼児教育関係職員を支援するための研修会等の開催 

 ・「市町村等幼児教育・保育指導者研修会」 

・「幼児教育・保育施設におけるミドルリーダー研修会」 

 

【市町村・設置者】 

○教育振興基本計画における幼児教育の内容について検討・充実を図りましょう。 

○福祉部局と教育委員会が連携して幼児教育の振興に関する政策プログラムを策定し、具体的な

取組を推進しましょう。 

○幼児教育の充実に向けた取組などに関する保護者や地域住民などとの意見交換会等を開催しま

しょう。 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所等】 

○「鳥取県幼児教育振興プログラム」や市町村の幼児教育の振興に関する政策プログラムを参考

にして、園経営の充実を図りましょう。 

 

≪地域とともに≫ 

  市町村における幼児教育に係る政策プログラムを策定する際は、地域の方の意見を吸い

上げる機会を設けたり、機会を捉えてプログラムの内容について発信したりすることが重

要です。地域の子どもを育てるという思いを共有することにより、地域の方が園や市町村

の取組に積極的に参画することにつながります。 

   

基本方針（１）幼児教育・保育施設と関係組織の連携 

地
域
と
と
も
に
あ
る 

幼
児
教
育
の
推
進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幼児教育に関する政策プログラムの策定状況】 

（「幼児教育に係る実態調査」 文部科学省）  

 

幼稚園・認定こども園・保育所等の関係者、保護者、小学校等の教員、行政関係者、地域住

民等が、幼児教育の充実に向けて意見交換をする機会を設定します。地域の課題を共有して課

題解決の方法等を探り、共通実践につなげることができます。 

「幼児教育研究会」 

円滑な接続をめざして、市内全ての園

長、校長が集い、それぞれの校区の保育・

教育について意見交換を行います。 

市町村における幼児教育を語る会 

「就学前教育を語る会」として校長・

園職員が集い、5 歳児健診、合同情報交

換会、スタートカリキュラム等、様々な

内容について語り合い、連携・接続をめ

ざしています。 
 

 

 

 

  平成２８年度 令和元年度 

  市町村数 市町村数 

策定済み 6 18 

策定予定 0 0 

策定しない 4 0 

未定 9 1 

合計 19 19 

 

「幼児教育に係る実態調査」（文部科学省）におい

て、「幼児教育に関する政策プログラム」の対象とな

る計画の対象範囲が広くなったため、令和元年度は、

策定済みが増えています。 

一部抜粋 



   

 

 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針（１）幼児教育・保育施設と関係組織の連携 

【県・県教育委員会】 

○施設種を超えた園関係者の資質向上に関する支援及び研修会の開催 

・担当指導主事・幼児教育支援員・幼児教育アドバイザー・保育専門員による研修支援 

・幼稚園・認定こども園・保育所等の幼児教育に係る相互理解の場の提供 

○行政情報の提供や好事例の紹介 

 

【市町村・設置者】 

○公私の区分に関わらず、幼稚園・認定こども園・保育所等の保育者等の相互理解の場を設けまし

ょう。（研修会、講演会等） 

○幼稚園・認定こども園・保育所等の窓口を一本化しましょう。 

○行政情報の提供や好事例の紹介に努めましょう。 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所等】 

○地域の幼稚園・認定こども園・保育所等と連携して、相互の保育参観や合同研修会等に参加し他

園のよい実践に学びましょう。 

 ・幼保一体化に向けた幼児教育･保育相互理解研修   

・幼稚園教諭･保育教諭・保育士等の合同研修会 

 ・子ども同士の交流活動   

○自園の特徴やよさを生かした全体的な計画・指導計画等を作成しましょう。 

○地域の実態に応じた子育て支援を進めましょう。 

 

≪地域とともに≫ 

    子どもは、身近な人との関わりの中で、関わりを深めたり、他の人への関心を広げたりし

ながら、人と関わる力を育んでいきます。地域における同年齢・異年齢の子どもとの関係、

保育者等との関係など、安心して様々な人とかかわる状況をつくり出すことが大切です。 
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目標③ 多様な幼児教育・保育施設の連携推進  

 地域のニーズに応じた特色を生かした園づくりに努めるとともに、教員・保育士等

が相互に幼児教育について理解を深め、子どもの豊かな経験や学びにつながるよう、

幼稚園・認定こども園・保育所等の連携推進に努めます。 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【他園との交流の状況】 

≪交流の有無≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪交流内容≫ 

就学に向けて保育園の５歳児同士の交

流が行われるなど、他園との交流が進ん

でいます。 

約半数の園で、幼稚園教諭・保育教諭・保育士等

の相互保育参観や合同研修会が行われるなど、相互

理解の取組が進んできています。 

「子ども・子育て支援新制度リーフレット」（H27：内閣府） 

【幼児教育・保育施設】 

＊H24調査：「認定こども園」は「幼稚園」「保育所」のどちらかで回答 



   

 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

基本方針（２）地域とともにある園づくりの推進 

目標① 地域資源の活用 

 地域の自然に触れたり、地域の人々と交流したり、地域の施設を活用したりするな

ど、地域との連携を図る取組を推進します。 

  

【県・県教育委員会】 

○県内の地域資源に関する情報収集、情報提供 

○幼児教育担当指導主事・幼児教育支援員・幼児教育アドバイザー・保育専門員による園内研修の

支援 

○地域の自然を活用した保育への支援（「とっとり自然保育認証制度」） 

○ふるさとキャリア教育の推進（「鳥取県における『ふるさと教育』推進ビジョン」） 

○地域の文化や民話に触れる機会の設定 

  

【市町村・設置者】 

○地域人材活用の支援体制をつくりましょう。 

○地域資源に関する情報収集や情報提供に努めましょう。 

○地域の文化や民話に触れる機会の設定に努めましょう。 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所等】 

○日ごろから身近な地域についての情報収集に努めましょう。 

○地域資源を積極的に活用しましょう。 

・ふるさとの山、川などの自然の中での体験活動の実施 

・地域に伝わる民話、わらべうた、各種行事など伝統文化と触れ合う体験活動の実施 

・地域体験マップや人材バンクなどの作成 

○公園・図書館・児童館・スポーツ施設などを積極的に活用しましょう。 

○高齢者や福祉施設等との交流を進めましょう。 

○中学生・高校生の保育体験の受入れを進めましょう。 

○地域との積極的な交流や保育に関する情報の発信に努めましょう。 
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（「全国学力・学習状況調査」小学校６年生質問紙調査）  

地域資源を活用した取組 

 子どもの生活の連続性を踏まえ、家庭や地域と連携して保育が展開されるよう配慮するこ

とが大切です。その際、家庭や地域の機関や団体の協力を得て、地域の自然、人材、行事、

施設等の地域の資源を積極的に活用し、教育・保育内容の充実を図ることが必要です。 

 POINT 

 

幼児期に地域の方や地域資源に触れ合う体験が、地域への関心を高め、ふるさとに誇りや愛着

をもつことにつながります。 

  POINT 

 

バイオリン工房の見学 

ウインナー作り体験 

地元の漁師との交流 

「ふるさとキャリア教育に関する系統的な取組の推進について」一部抜粋 

 

 

 

施 策 とっとり自然保育認証制度 

市町村における幼児教育を語る

会 

施 策 ふるさとキャリア教育に関する系統的な取組の推進について 

地域との
関わりに関
する項目の
肯定的な回
答が増えて
いることが
分かります。 



 

 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

基本方針（２）地域とともにある園づくりの推進 

目標② 子どもを支える地域づくり 

 全ての子どもたちが、安心・安全に過ごし、豊かに生活することができるよう地域

と連携した取組を推進します。 

【県・県教育委員会】 

○地域とともにある園・学校づくりの推進 

○地域社会との様々な関わりを通して、子どもたちが安心して活動できる居場所づくり・人づくり

の推進 

  

【市町村・設置者】 

○多様化する家庭環境に対して、地域全体で家庭教育を支える体制づくりに努めましょう。 

○関係機関による地域の子どもを育むための協議会等を開催しましょう。 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所、小学校等】 

○地域と連携して幼児教育を行えるように地域の取組について理解を進めましょう。 

○様々な関係者や組織と日常的なネットワークづくりに努め、地域における幼児教育の中心的役割

を果たしましょう。 

 

 

≪地域とともに≫ 

    様々な地域人材から協力を得るためには、保育者が日ごろから身近な地域社会の実情を把

握しておくと同時に、地域から幼稚園・認定こども園・保育所等の存在やその役割が認知さ

れ、子どもや保育について理解や親しみをもって見守ってもらうことが大切です。 

    地域社会との双方向の積極的な交流や幼児教育に関する情報の発信など、地域とのネット

ワークづくりに努めることで地域の力を得て、子どもの生活がより充実したものとなるよう

に取り組みましょう。 
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子どもの育ちを支える地域の関係者で構成された

委員によって、町の教育振興基本計画の目標に沿っ

て、協議します。 

町内の保育所、各学校の子どもたちの様子につい

て情報共有するとともに、必要に応じて手立て等を

協議することとしています。さらに、所長・校長会

で協議する場合もあります。 

 

 園や学校、子どもたち、家庭・地域社会が抱える課題の解決や子どもたちの健やかな成長に

向けて、園・学校・家庭・地域が互いに連携し、地域の子どもたちを育成していきましょう。 
 POINT 

 

https//www.pref.tottori.lg.jp/shouchuugakkouka/ 

コミュニティ・スクールは「学校運

営協議会」を設置している学校です。

地域の力を学校運営に生かすコミュニ

ティ・スクールの導入が推進されてい

ます。 

地域とともにある学校づくり 

施 策 


